令和７年度 四国中央市図書館協議会　会議録

	１．会議名　　　四国中央市図書館協議会
２．日　時　　　令和８年２月２５日（水）午後１時３０分から午後３時００分
３．出席者　　　委　員：　７名
　　　　　　　　事務局：　４名
　　　　　　　　その他：　４名（NPO法人紙のまち図書館職員）
　　　　　　　　欠席者：　４名

	1． 会議次第
（１）開会挨拶
（２）議事
議題１　令和７年度事業報告
議題２　令和８年度事業計画
議題３　その他（図書館からの諮問）
（３）閉会

２.会議概要
（議題１　令和７年度事業報告）
事務局より報告
【質疑・意見等】　なし
議　事：議題1は提案のとおり承認

（議題２　令和８年度事業実施計画）
事務局より報告
【質疑・意見等】　
委　員)川之江図書館の事業実施計画にある、点字ブロック案内板の整備とは、どの場所のこ
とか。
法　人)川之江図書館の入り口にある細長い案内板が劣化している。
委　員)土居図書館の事業実施計画にある、図書館のDX化につながるマイナンバーカードやスマートフォンを利用した貸出の対応についても周知とはどのようなものか。
法　人)現在はほぼ図書カードで貸し出しをしているが、年に数件マイナンバーカードを利用した申し込みがある。そのような時にも十分に対応できるように職員に周知を行う。
事務局)令和５年の図書館システム更新時にマイナンバーカードを利用した貸出が可能になった。
会　長)読書マラソンに中学生も参加できるようになったが、中学生は26名しか参加がない。周知が不足しているかもしれないが、どのような周知を行っているか。
法　人)読書マラソンに参加している小学生から中学生になっても続けたいという意見があったことから、この事業は始まった。中学生には春にポスターを全員に配布、秋に各学校にもお知らせをしている。次年度も６月から開始するので、周知の方法については考えていきたい。
議　事：議題2は提案のとおり承認

（議題３　その他）
【図書館からの諮問事項】
1 リクエスト冊数５冊制限の運用状況について
法　人)前年度の諮問で決議を受けたリクエスト冊数を５冊に制限することについて、資料１のとおり、全体の令和６年度のリクエスト受付件数が289件であったのに対して、令和７年度の受付件数は207件に減少し、相互貸借にかかる送料やリクエスト図書の購入費の削減にもつながった。特に、「購入・貸借不可」の割合が減少しているのは、利用者がリクエストする図書を厳選したことによる効果があったことと思われる。制限による利用者の混乱や大きなトラブル・クレームもないため、当面はリクエスト冊数の制限５冊の運用を続け、利用者から増加の要望が増えれば、再度当協議会にて諮問を行いたい。
【質疑・意見等】なし

2 利用カードについて
法　人)利用カードについて、現在更新の制度は無く、亡くなった方のカードも有効なまま残り続けている。そのため、利用カードの登録者は増え続けており、年代によっては人口より登録者数が多い場合もある。これにより、本人以外が図書カードを使用する事例や、延滞督促の際に住所や連絡先が変更しており督促連絡が取れない事例などが発生しており、公正な図書館利用に支障をきたしているため、利用カードの更新制度の導入について検討したい。
過去の図書館協議会でも本件について諮問事項に挙げたところ、当時の市の見解では、新規作成するカードに対しては、更新制度を導入することが可能と思われるが、既に作成済のカードには既得権もあり更新の対象とすることは難しいとのことであった。今回、改めて他市の状況を確認したところ、３年や５年ごとの期間で更新制度を導入した事例や、利用登録者の個人情報を最新で正確なものにするためという目的で、３年ごとに住所等の確認を行っている事例があった。また、制度の導入にあたっては、５年近くの周知期間を設けた図書館もあった。これらの現状を踏まえて、委員の皆さんの意見をお伺いしたい。
会　長)市としてはどのように考えているか。
事務局)更新制度を導入する場合には条例の改正も必要なため、過去に諮問があった際に、総務調整課と協議を行ったところ、先ほど述べられた問題点が確認された。現在も、既存のカードに更新制を導入することは難しいと考えている。
委　員)仮に更新制度が導入された場合、カードが失効しても再発行はできるのか。
事務局)可能である。
委　員)利用者の情報が更新されないことで何か問題が出てくるのか。
法　人)先述したような事例の発生が問題。問題点は本人以外がカードを使うことにより公平な貸出ができない点、住所等の個人情報が正確に把握できないことで督促連絡などに支障が出ている点などにある。
委　員)カードを通した時、年齢等は画面に表示されないのか。
法　人)明らかに性別が違うなどの際には本人確認を行っている。
委　員)更新制度について周知するにしても、図書館を利用しない人には届かない可能性が高い。いきなり更新にもっていくのではなく、期間を設けて本を借りる際に住所確認をさせてもらうなどの段階を踏んではどうか。
会　長)住所の確認など、何等かの方法でチェックできた方がよいか。
→委員全員賛成
法　人)当面はカウンターでの確認を行う。確認に関しても周知期間を設けて利用者に知らせる。確認が進んでいけば、新規発行のカードへの更新制度の導入についても検討したい。

（議題３　その他）
【質疑・意見等】　
委　員)三島図書館の学習スペースは大机で、中高生が学習するスペースとしては不向
きにも思われる。開架南側に個席スタディコーナーを設置してはどうか。中高生が市民交流棟を多く利用しているのを見かける。
法　人)南側は夏は暑いので既設が限定される。机は確かに多少大きいが、仕切り版などを利用して個人スペースを確保しているし、利用者からも問題ないと言われている。
委　員)今の図書館は18時半までで、一番忙しい時間帯に閉まってしまう。他市の図書館では夜間22時くらいまで開いている。もっと時間を開放すれば家族連れの来館などにつながるのではないか。
法　人)以前、夜間の開館も実施してみたが利用者がほとんどなく、現在の時間帯にしているところもある。
会　長)この問題に関しては指定管理を受けた法人だけで決められる問題ではないので、記録を残しておくにとどめておきたい。


閉会

（15：00終了）　―以上―




